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 周南市石船温泉憩の家（以下「石船温泉」という。）の指定管理者が行う業務の内容、その基準

については、この仕様書に定めるとおりとします。 

 

１ 基本的事項 

（１）施設の管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、石船温泉を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿ってその管理運

営を行ってください。 

① 石船温泉の管理運営を行うにあたり、以下の関係法令及び条例を遵守してください。 

・周南市石船温泉憩の家条例及び条例施行規則 

・地方自治法 

・老人福祉法 

・個人情報の保護に関する法律 

・周南市個人情報の保護に関する法律施行条例 

・周南市行政手続条例及び条例施行規則 

・周南市情報公開条例 

・周南市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び条例施行規則 

・労働関係法令 

・施設、設備の維持保全関係法令 

・旅館業に係る営業施設の設置基準等を定める条例 

・公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例 

ただし、これら法令等に改正があった場合は、改正後の内容を適用するものとします。 

 

② 石船温泉は、高齢者の心身の健康と福祉の増進を図る施設であるとともに、来訪者の

レクリエーションやふれあい交流の場として、市民等の健全な心身の育成を図り、都市

と農村地域の交流を促進し、農村地域への理解を深め、更に地域の活性化を図ることを

目的とした施設であるため、その設置理念に基づき管理運営を行ってください。 

③ 石船温泉の管理運営にあたっては、利用者の安全を第一に考慮し、誰もが安心して利

用できるよう適正な管理運営に努めてください。 

④ 公の施設であることを常に念頭において、特定の個人や団体に対して、有利あるいは

不利にならないよう、施設の利用に関し公平性を確保してください。 

⑤ 利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、サービスの向上を図ってください。 

⑥ 効率的かつ効果的な運営を行ってください。 

 

（２）施設の概要 

    ① 施設の沿革 

本施設は、昭和４７年に、高齢者の心身の健康と生きがいづくりを促進するとともに、

地域住民や他地域からの来訪者との共同利用により、ふれあい交流を進める場とするこ

とを目的として開設されました。 

平成１５年度には、温泉施設を主として、露天風呂、サウナの新設や客室の改修など

を行っています。 
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 ② 施設の役割 

高齢者の憩い場、交流の場として、地域振興に関連し、入浴・休憩及び宿泊サービス

を提供するとともに、飲食物及び物品の提供をします。 

③ 所在地 

周南市大字鹿野上１６６７番地の４ 

④ 施設規模 

ア 敷地面積    2,813.00 ㎡ 

イ 総延床面積    764.26 ㎡ 

ウ 建物概要 

  名称     周南市石船温泉憩の家 

  構造等    鉄筋コンクリート造一部２階建 

  建築時期   昭和４７年 

  建物概要   客室（５室） 浴室及び脱衣室 食堂 厨房 ラウンジ 

 事務室 デイルーム 

⑤ 休館日・開館時間 

ア 休 館 日   毎週火曜日 

         ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の

承認を得て、休館日を変更することができる。 

イ 開館時間   午前１１時から午後９時まで 

         宿泊の利用時間は午後４時から翌日９時まで 

         ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の

承認を得て、開館時間を変更することができる。 

 

２ 管理運営に関する業務の基準 

（１）基本的な業務 

① 入浴、休憩及び宿泊に関する業務 

② 飲食物及び物品の提供に関する業務 

ア 業務の実施に関する細目的事項は、協議のうえ定めます。 

イ 外部事業者へ一部の業務を委託することができます。ただし、この場合事前に周南

市の承認を得ること。 

③ 災害時の避難場所として、周南市との連携に関する業務 

④ その他周南市が必要と認める業務 

 

（２）石船温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務 

① 清掃（施設及び敷地の日常、定期清掃業務） 

② 施設の軽微な修繕 

③ 物品の管理 

 市が所有する備品等と指定管理者が所有する備品等を明確にし、適正に管理するよう努

めてください。管理運営上必要な備品及び物品（利用申請書および許可書等を含む）に

ついては指定管理者において整備してください。 
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④ 防火管理者の配置 

⑤ 防火、防災に関する計画書の作成及び訓練の実施 

⑥ 防犯対策の実施 

 

（３）石船温泉の運営に関する業務 

① 石船温泉の利用許可、却下及び利用許可の取消し等に関する業務 

ア 施設利用の申込み受付 

イ 施設利用の許可、却下、許可の取消し等 

ウ その他施設利用の許可に関する業務 

② 石船温泉の利用料金の収納に関する業務 

ア 施設利用に係る利用料金の収納 

イ 持込及び備品使用に係る利用料金の収納 

指定管理者は、「周南市石船温泉憩の家条例」（以下「条例」という。）に定める利用料金

の範囲内において市長の承認を得て、利用料金を変更することができます。 

 

３ その他の業務 

（１）利用促進に関する業務 

ホームページでの紹介や、施設パンフレット等を作成することにより、石船温泉を広く

一般にＰＲし、利用促進に努めてください。 

 

（２）関係機関との連絡調整 

市及びその他関係機関と連絡を取りながら管理運営に努めてください。 

 

（３）イベントの開催 

施設及び地域の特徴を活かしたイベントを開催してください。 

 

（４）事業計画書及び事業完了・業務報告書の作成 

① 事業計画書の作成 

 指定管理者は、各年度の事業開始までに翌年度の管理運営業務に関する事業計画書を

提出してください。 

② 事業完了・業務報告書の作成 

ア 月次業務報告の作成 

毎月終了後１０日以内に、その月の管理運営業務に関する業務報告書を提出してくだ

さい。 

イ 年次報告（事業完了報告）の作成 

年度終了後６０日以内（指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された

日から起算して６０日以内）に、当該年度の管理運営業務に関する事業完了報告書を

提出してください。 

 

（５）指定管理者評価制度 
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条例や協定に基づく適切なサービスの実施、業務改善による管理運営の適正化を図るこ

と等を目的として、指定管理者の評価を実施します。なお、指定管理者は利用者満足度調

査を年１回以上実施してください。 

 

４ 管理運営に関する経費 

（１）収入として見込まれるもの 

① 指定管理料 

各年度の予算の範囲内で指定管理料を支払うものとし、その額は各年度協定で定めます。 

② 利用料金 

指定管理者が管理運営する石船温泉の利用料金は、指定管理者の収入として収受するこ

とができます。 

指定管理者は当該利用料金を、条例及び条例施行規則の利用料金の範囲内において、市

長の承認を得て定めるものとします。 

 

（２）支出として見込まれるもの 

① 管理運営経費 

指定管理者が行わなければならない管理運営業務並びに事業実施に伴う、指定管理者の

人件費、修繕費、光熱水費など 

ア 小規模修繕 

小規模な修繕及び通常使用により生じた物品の補修、維持管理については、指定管理

者の負担とします。 

イ 大規模修繕 

施設の改修等、大規模な修繕や災害により生じた修繕は、市の負担とします。 

詳細は、別記２「リスク分担表」の〔施設、設備の損傷〕によりますが、疑義が生じ

た場合、市と指定管理者が協議のうえ決定します。 

② 指定管理者が自主的に行う事業実施に係る経費 

ア 自主企画事業に伴う、謝礼金、備品購入費など 

イ 収益事業実施に伴う、材料費、仕入れ代金、光熱水費など 

 

 ※精算条項について 

下記の経費については、精算条項を設けますので、年度内に予定額より実績が下回るな

ど未使用があれば市へ返納いただくことになります。（年度協定書に条項記載予定） 

   ・施設修繕料 

   ・燃料費 

なお、精算金額を明確にするため、精算項目と非精算項目間での指定管理料の流用は原

則としてできません。 

 

（３）経理帳簿等の整備 

① 帳簿の整備 

指定管理者は適正な経理事務を行い、帳簿を備えて収入支出の額を記載し、その出納を
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明らかにするとともに、その帳簿及び収入支出内容を証する書類を保管しなくてはなりま

せん。 

② 経理の区分 

経理規定等により事務の体制や手続きのルール等を定め、指定管理業務において当該経

理規定等に従い適正な経理事務を行ってください。 

また、独立した会計帳簿の作成や専用口座の開設等により、指定管理業務に係る会計と

他の会計を容易に区別できるように取り計らってください。 

③ 帳簿等の保管期間 

保管期間は業務終了後５箇年とします。 

 

（４）立ち入り検査 

市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地調査を行うことがあります。 

 

５ 指定管理期間終了にあたっての引継業務 

 指定期間終了時（指定管理者の指定を取り消されたときも含む。）には、次期指定管理者が円

滑かつ、支障なく石船温泉の業務を遂行できるよう、引継ぎを行わなければなりません。 

 

６ 留意事項 

（１）石船温泉の維持管理に関する留意事項 

① 物品等の帰属 

ア 現在使用中の市所有の物品等については、無償で貸与します。適正な管理を行い、そ

の保管に遺漏ないようにしてください。 

イ 指定管理者は、石船温泉の管理運営のため必要な物品等（小額の物は除く）を、市と

協議の上、指定管理料または自己の費用により購入することができます。この場合、そ

の所有権は指定管理者に帰属することとしますが、協議の上、市に所有権を移転する

ことができます。  

ウ 市の電話加入回線を利用し、請求先を指定管理者とする場合、指定管理者は通話・通

信等の電気通信サービスの提供を市の承認を得ないで変更してはなりません。 

② 施設の維持管理及び修繕 

ア 施設は、常に清潔に保つよう清掃を行うとともに、事故や盗難等の被害を未然に防

止するよう、必要な措置を講じてください。 

イ 施設の機能等については、定期的に点検を実施するとともに、必要に応じて修繕を

行ってください。 

ウ 施設等の点検の結果、大規模な修繕及び物品の修繕が必要と判断した場合は、市に

連絡し指示に従ってください。 

③ 食堂、厨房を管理運営するにあたっては、調理師法（昭和３３年法律第１４７号）に

規定する調理師を従事させてください。 

④ 旅館業の営業の許可を受けるために、旅館業法第３条第１項の規定により申請手続を

行い、山口県知事の許可を得てください。 

⑤ 温泉の利用の許可を受けるために、温泉法第１３条第１項の規定により申請手続きを
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行い、山口県知事の許可を得てください。 

 

（２）損害賠償の取扱い 

① 指定管理者は、施設の管理運営にあたり、指定管理者の責に帰すべき理由により、市

又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければなりません。 

② 前記の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じて、市が損害を賠償したとき

は、市は指定管理者に対して求償権を有します。 

③ 指定管理者は、管理業務の実施に当たり、損害賠償保険その他必要な保険に加入しな

ければなりません。 

 

（３）災害時の対応 

① 災害が発生した場合、施設及び周辺の状況を把握し速やかに報告してください。 

② 施設の管理保全に努めるとともに、被害拡大の防止を図ってください。 

③ 開館時間内に災害が発生した場合は、利用者の避難誘導等安全の確保に努めるととも

に、その状況を市及び関係機関に速やかに報告してください。 

 

（４）個人情報の保護と情報公開について 

① 個人情報の保護 

業務に従事する者又は従事した者は、この業務に係る個人情報の取扱いに関し、別記３

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなりません。 

② 情報公開 

指定管理者は、「周南市情報公開条例」の目的にのっとり、管理業務に関して保有する文

書等（文書、図面及び電磁的記録をいう。）の情報公開を行うために必要な措置を講じなけ

ればなりません。情報公開の請求があった場合は、市と事前に協議を行ってください。 

 

（５）その他 

① 緊急対策、防犯、防災体制についてマニュアルを作成し、職員に指導を行ってくださ

い。 

② 事故等異常事態が発生した場合は、応急処置を講ずるとともに直ちに市及び関係部署

に速やかに連絡し協議してください。 

③ 各施設において、整理整頓に努めるとともに、盗難、火災などが発生しないよう指定

管理者の責において管理してください。 

④ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と別途協

議してください。また、各種規定がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神

に基づき業務を実施してください。 

 

７ 協議 

 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市と指定管理者が協議して別途定めるも

のとします。 



別記２  リスク分担表 

種  類 内      容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域住民 

施設利用者への対

応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営内容に対する住民及び施設利用者

からの反対、訴訟、要望等への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由

による事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続

に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀

なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費

における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

争乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの

責めにも帰することができない自然的又は人為的

な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増

加及び事業履行不能 

 

○ 

 

○ 

書類の誤り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りに

よるもの 
 ○ 

資金調達 

経費の支払い遅延（市から指定管理者）に生じた事

由 
○  

経費の支払い遅延（指定管理者から市）に生じた事

由 
 ○ 

施設・設備の損傷 

経年劣化によるもの（極めて小規模によるもの）  ○ 

経年劣化によるもの（上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので、相手方が特定で

きないもの（極めて小規模によるもの） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので、相手方が特定で

きないもの（上記以外） 
○  

〔別途協議〕 



№２ 

種  類 内      容 
負担者 

市 指定管理者 

資料等の損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じたもので、相手方が特定で

きないもの（極めて小規模のもの） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので、相手方が特定で

きないもの（上記以外） 
○  

維持管理 
清掃、廃棄物処理、施設保守点検、設備等法定点検、

安全衛生管理等 
 ○ 

運 営 

利用指導、案内、警備、苦情対応、利用促進活動等  ○ 

利用の許可、却下及び許可の取り消し  ○ 

利用料金の決定（「周南市石船温泉憩の家条例」別

表の利用料金の範囲を超えない額） 

○ 

（承認） 
○ 

利用料金の収受、滞納整理  ○ 

利用料金の減免 
○ 

（承認） 
○ 

休館日の変更及び臨時休館日の決定 
○ 

（承認） 
○ 

開館時間の変更 
○ 

（承認） 
○ 

災害時の対応 待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置 ○ ○ 

第三者への賠償 

管理者としての注意義務を怠ったことにより損害

を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了後の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途

における業務を廃止した場合、指定管理者の指定

を取り消された場合における事業者の撤収費用 

 ○ 

包括的管理責任  ○  

・[協議事項]については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有する

ものとする。 

・このリスク分担表によらない事案は別途協議を行い決定するものとする。 

  

 



別記３ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この協定による業務の実施に当っては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

法律第 57 号）及び以下の事項を遵守し、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の

取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この協定による業務が終了し、又はこの協定が解除された後においても、同様とする。 

（取得の制限） 

第３条 乙は、この協定による業務を実施するために取得する個人情報については、当該業務を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この協定による業務に関して知り得た個人情

報を協定の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（適正管理） 

第５条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他

の個人情報の適切な管理のため、アクセス制限の設定、個人情報が記録されている媒体の管理そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保

しなければならない。 

３ 乙は、この協定による業務の従事者に対して、その在職中であると職を退いた後であるとを問

わず、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第６条 乙は、この協定による業務を派遣労働者、契約社員その他正社員以外の労働者に行わせる

場合は、正社員以外の労働者に、この協定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守

させるものとする。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものと

する。 

（複写・複製等の禁止） 

第７条 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この協定による業務を実施するために甲から

引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又は持ち出しを行ってはならない。 

（再委託の禁止） 

第８条 乙は、この協定による業務を実施するための個人情報の処理は自ら行うものとし、甲の承

認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託（乙の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）

第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託する場合を含む。）又はこれに類する行為

（以下「再委託」という。）をしてはならない。 

２ 乙は、前項の承認を得て再委託をする場合には、再委託先に対し、甲及び乙と同様の安全管理



措置を講じなければならないことを周知するとともに、この協定に基づく個人情報の取扱いに関

する一切の義務を遵守させるものとする。 

（再委託に係る連帯責任） 

第９条 乙は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする。 

（再委託先に対する管理及び監督） 

第 10 条 乙は、再委託をする場合には、再委託をする業務における個人情報の適正な取扱いを確

保するため、再委託先に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、そ

の管理及び監督状況を報告しなければならない。 

（開示の申出等の対応） 

第 11 条 乙は、この協定による業務の実施に伴う個人情報について、開示、訂正、利用停止の申

出等があった場合は、必要な措置を講じるものとする。 

（返還、廃棄又は消去） 

第 12 条 乙は、この協定による業務を実施するために甲から引き渡され、又は乙自らが取得し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、直ちに甲の指示に基づい

て返還、廃棄、又は消去しなければならない。 

２ 乙は、前項の資料等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等個人情報が判読、復元で

きないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

（遵守状況に関する報告） 

第 13 条 乙は、甲からこの特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直ちにその

状況を甲に報告しなければならない。 

（監査等） 

第 14 条 甲は、この協定による業務の実施に伴う個人情報の取扱いについて、この特記事項の規

定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対し

て、監査、実地検査又は調査（以下「監査等」という。）を行うことができる。乙及び再委託先

は、合理的事由のある場合を除き、甲又は甲の指定した者の行う監査等に協力しなければならな

い。 

２ 甲は、前項の目的を達成するため、乙及び再委託先に対して必要な情報を求め、又はこの協定

による業務の実施に関して必要な指示をすることができる。 

（事故発生時における報告等） 

第 15 条 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安

全の確保に係る事態が発生し、又は発生するおそれのあること（再委託先により発生し、又は発

生するおそれがある場合を含む。）を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示のもとセキ

ュリティ上の補完、情報の修復等の措置をとるとともに再発防止の措置を講じなければならない。 

２ 甲は、前項の事態が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、

乙及び再委託先の名称等の必要な事項を公表することができる。 

（協定の解除及び損害の賠償） 

第 16 条 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、

この協定を解除することができる。 

２ 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が損害を被っ

た場合には、その損害を賠償しなければならない。 


